
市 章

市の木・市の花

　市民の皆様には、日頃から市政にあたたかいご理解とご協力をいただ

き、心からお礼申し上げます。

　この「行田市民便利帳」は、市の制度や手続きをはじめ防災情報や医療

機関情報など、市民の皆様の暮らしに必要な情報を分かりやすくまとめ

たものです。ぜひ、お手元に置いていただき、ご活用ください。

　なお、発行に当たりまして、広告の掲載にご協力いただきました多くの

企業・事業所・団体の皆様に深く感謝申し上げます。

行田市

　昭和24年５月３日市制施行日に制定
されました。輪郭は行田の「行」の字を
図案化し、中央「十」字と輪郭をもって
行田の「田」を形造り、輪郭の鋭角は行
田市の発展を意味しています。

イチョウ

キク

行田蓮（古代蓮）

　昭和49年11月１日、市制施行25周
年記念事業として、市内に自生し、ある
いは栽培されている木および花の中か
ら、市民投票により、「イチョウ」を市の
木に「キク」を市の花に指定しました。
また、平成21年11月３日、市制施行60
周年記念事業として、市民アンケート
調査などを基に「行田蓮（古代蓮）」を市
の花に追加指定しました。

前文

わたくしたちは埼玉県名発祥の地 恵まれた自然と
輝かしい歴史をもつ行田の市民であることに
誇りと責任を感じます
わたくしたちはみんなのしあわせを願って
さらに明るく豊かな住みよい郷土をつくることを誓い
この憲章を定めます

本文

自然を生かし美しいまちをつくります
郷土を愛し文化のまちをつくります
仕事に誇りをもち豊かなまちをつくります
思いやりの心で住みよいまちをつくります
きまりを守り明るいまちをつくります
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